
JP 5689365 B2 2015.3.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信信号を復調した復調信号を用いて硬判定処理を行う硬判定処理部と、
　前記硬判定処理されたビットの尤度値を算出して軟判定処理を行う軟判定処理部と、
　前記尤度値を算出するビットのデマップされたデマップ尤度値の複素平面上におけるＩ
軸もしくはＱ軸に対する傾きを、予め用意された傾きの異なる複数のパターンから受信パ
ラメータや受信環境に応じて選択する尤度値選択部と、を有する、
　ことを特徴とする復調回路。
【請求項２】
　前記受信パラメータは、前記受信信号の変調方式および符号化率を含み、
　前記軟判定処理部は、前記尤度値選択部により選択された前記パターンに従って前記デ
マップ尤度値の複素平面上におけるＩ軸もしくはＱ軸に対する傾きを決定して前記軟判定
処理を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の復調回路。
【請求項３】
　前記予め用意された複数のパターンは、
　前記デマップ尤度値の複素平面上におけるＩ軸もしくはＱ軸に対する傾きを、前記変調
方式が多値であるほど緩やかにし、且つ、前記符号化率が低いほど緩やかにするパターン
を含む、
　ことを特徴とする請求項２に記載の復調回路。
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【請求項４】
　前記受信環境は、
　ＭＥＲ、並びに、遅延情報およびフェージングレベルの条件を含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の復調回路。
【請求項５】
　前記予め用意された複数のパターンは、
　前記デマップ尤度値の複素平面上におけるＩ軸もしくはＱ軸に対する傾きを、前記ＭＥ
Ｒが大きいほど緩やかにし、且つ、前記遅延情報およびフェージングレベルが小さいほど
緩やかにするパターンを含む、
　ことを特徴とする請求項４に記載の復調回路。
【請求項６】
　受信信号を復調した復調信号を用いて硬判定処理を行い、
　前記硬判定処理されたビットの尤度を算出して軟判定処理を行い、
　前記尤度値を算出するビットのデマップされたデマップ尤度値の複素平面上におけるＩ
軸もしくはＱ軸に対する傾きを、予め用意された傾きの異なる複数のパターンから受信パ
ラメータや受信環境に応じて選択する、
　ことを特徴とする復調方法。
【請求項７】
　受信するチャネルを選択するチューナと、
　該チューナからの受信信号を受け取る請求項１乃至請求項５のいずれ１項に記載の復調
回路と、
　該復調回路の出力信号を変換して映像／音声信号を出力するデコーダと、
　を有することを特徴とする受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願で言及する実施例は、復調回路、復調方法および受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送、例えば、日本国における地上波デジタル放送の送信装置における変調は
、まず、マップ処理により送信信号のビットストリームを複素平面にマッピングする。例
えば、６４ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）であれば、送信信号のビットス
トリームを６ビットずつに区切り、複素平面上の６４個の信号点にマッピングする。
【０００３】
　さらに、複素平面上の６４個の信号点にマッピングされたデータ（信号）は、ＯＦＤＭ
（Orthogonal Frequency-Division Multiplexing：直交周波数分割多重方式）であれば、
ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform：逆高速フーリエ変換）する。そして、ＩＦ
ＦＴされたデジタル信号をアナログ信号に変換した後、所望の周波数にアップしてアンテ
ナから送り出す。
【０００４】
　一方、地上波デジタル放送の受信装置における復調は、上述した変調と逆の処理を実施
する。すなわち、アンテナで受信したアナログ信号をデジタル信号に変換し、さらに、Ｏ
ＦＤＭであれば、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform：高速フーリエ変換）して伝送路等化
する。
【０００５】
　さらに、伝送路等化した後の信号に対して、上述したマップ配列に従って、例えば、６
４ＱＡＭであれば、上記６ビットの尤度値（『０』または『１』のどちらに近いかを示す
値）を求めるデマッピング処理を行う。
【０００６】
　この際、上述した変調の場合と異なり、伝送路に雑音およびマルチパス（電波の反射）
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やフェージング（移動受信で生じる電波の周波数変動）が生じて、送信点からずれた情報
を受信することになる。
【０００７】
　ここで、伝送路等化したＩ／Ｑ座標（コンスタレーション）上において、受信点から最
も近い送信点を検出して各ビットに割り振るのが硬判定処理であり、硬判定によって各ビ
ットに割り振られた信号点を複数ビットで量子化して、硬判定処理されたビットがどの程
度確からしいかを求めて復号するのが軟判定処理である。
【０００８】
　すなわち、硬判定処理は、１つのビットに対して、１つの閾値で『０』もしくは『１』
の２値信号と判定し、軟判定処理は、１つのビットに対して、複数の閾値で多値信号とし
て判定する。
【０００９】
　ところで、従来、デジタル放送の受信装置（復調回路）としては、様々なものが提案さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－０１０９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述したように、例えば、デジタル放送の復調回路においては、１つのビットに対して
複数の閾値で多値信号として判定する軟判定処理が行われている。
【００１２】
　従来、受信性能を向上させるためには、例えば、軟判定処理に使用する軟判定ビット数
を増やして軟判定の解像度（分割値）を増加させている。
【００１３】
　しかしながら、軟判定ビット数を増やすと情報量も増えるため、処理を行う回路や消費
電力の増大を招き、さらに、軟判定ビット数をある程度以上増やしても受信性能を向上さ
せることが困難になってしまうという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　一実施形態によれば、受信信号を復調した復調信号を用いて硬判定処理を行う硬判定処
理部と、前記硬判定処理されたビットの尤度値を算出して軟判定処理を行う軟判定処理部
と、尤度値選択部と、を有する復調回路が提供される。
【００１５】
　前記尤度値選択部は、前記尤度値を算出するビットのデマップされたデマップ尤度値の
複素平面上におけるＩ軸もしくはＱ軸に対する傾きを、予め用意された傾きの異なる複数
のパターンから受信パラメータや受信環境に応じて選択する。
【発明の効果】
【００１６】
　開示の復調回路、復調方法および受信装置は、受信性能を向上させることができるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】６４ＱＡＭによる複素平面上のマッピング配列の一例を示す図である。
【図２】図１のマッピング配列におけるデマップ処理を説明するための図である。
【図３】４ビット軟判定処理を説明するための図である。
【図４】本実施例に係る復調方法を説明するための図（その１）である。
【図５】本実施例に係る復調方法を説明するための図（その２）である。
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【図６】本実施例に係る復調方法を説明するための図（その３）である。
【図７】本実施例に係る復調方法を説明するための図（その４）である。
【図８】本実施例に係る復調方法を説明するための図（その５）である。
【図９】本実施例に係る復調方法を説明するための図（その６）である。
【図１０】本実施例に係る復調回路の一例の全体構成を示すブロック図である。
【図１１】図１０の復調回路におけるデマップ部の一例を示すブロック図である。
【図１２】変調方式および符号化率とデマップ尤度値との対応例を示す図である。
【図１３】図１１のデマップ部におけるＴＭＣＣ訂正部から出力される情報の一例を説明
するための図（その１）である。
【図１４】図１１のデマップ部におけるＴＭＣＣ訂正部から出力される情報の一例を説明
するための図（その２）である。
【図１５】復調回路におけるデマップ部の他の例を示すブロック図である。
【図１６】様々なパラメータとデマップ尤度値との対応例を示す図である。
【図１７】図８および図９を参照して説明した第２実施例の変形例における処理の一例を
説明するためのフローチャートである。
【図１８】本実施例に係る受信装置の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　まず、復調回路、復調方法および受信装置の実施例を詳述する前に、復調回路およびそ
の問題点を、図１～図３を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、６４ＱＡＭによる複素平面上のマッピング配列の一例を示す図である。図１に
示されるように、６４ＱＡＭによる複素平面上のマッピング配列は、横軸Ｉおよび縦軸Ｑ
の複素平面に対して、６４個の信号点（コンスタレーションポイント）となる。
【００２０】
　すなわち、変調方式が６４ＱＡＭであれば、例えば、地上波デジタル放送の送信信号の
ビットストリームを６ビットずつに区切り、複素平面上の６４個の信号点によりマッピン
グすることになる。
【００２１】
　図２は、図１のマッピング配列におけるデマップ処理を説明するための図であり、また
、図３は、４ビット軟判定処理を説明するための図である。
【００２２】
　図２に示されるように、伝送路等化された受信信号は、変調方式が６４ＱＡＭであれば
、コンスタレーション（Ｉ／Ｑ座標：複素平面）上において、６４個の信号点にマッピン
グされる。そして、その中で最も距離的に近い信号点を特定し、その特定された信号点が
送信点であると推定する。
【００２３】
　すなわち、Ｉ軸方向の８つの位置を示す３ビットとＱ軸方向の８つの位置を示す３ビッ
トの合計６ビットによる硬判定情報が得られ、その硬判定情報が、（b０，ｂ１，ｂ２，
ｂ３，ｂ４，ｂ５）として割り振られる。
【００２４】
　なお、変調方式が１６ＱＡＭの場合には、Ｉ軸およびＱ軸合わせて４ビットの硬判定情
報が得られ、また、変調方式がＱＰＳＫの場合には、Ｉ軸およびＱ軸合わせて２ビットの
硬判定情報が得られる。
【００２５】
　ところで、硬判定情報に基づいて、例えば、ビタビ復号処理により誤り訂正しながら送
信データを求めることができるが、例えば、受信環境が悪い場合には、復号誤りが生じて
しまう。
【００２６】
　そこで、『０』または『１』の硬判定情報だけでなく、隣接する硬判定位置の間を分割
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し、判定結果の確からしさの情報を『０』から『１』の間を分割した値として軟判定情報
を求めることが行われている。この軟判定情報を用いることで、ビタビ復号処理により復
号誤りの可能性を低減することができる。なお、上述した硬判定処理および軟判定処理は
、例えば、デマップ部で行われる。
【００２７】
　図２において、参照符号『＊』を付した部分が、軟判定部位になる。このような軟判定
部位において、例えば、図３に示すような４ビットの軟判定処理を行う。すなわち、軟判
定部位『＊』の傾斜部に対して、例えば、４ビット『００００』～『１１１１』までの１
６値（０～１５）に割り振りを行うのが軟判定処理である。
【００２８】
　このようにして求めたデマップ尤度値（『０』または『１』のどちらに近いかを示す値
）は、例えば、後段の誤り訂正部に入力されて誤り訂正が行われ、送信点が復元される。
すなわち、軟判定処理を施したデータは、例えば、ビタビ復号などの誤り訂正をかけて誤
りを取り除く処理を行うため、デマップ部における処理は、受信性能を向上させる上で重
要な処理となっている。
【００２９】
　ところで、デマップ部において、受信性能を向上させる手法としては、単純に軟判定ビ
ット数を増やして軟判定の解像度を増加させるのが一般的である。
【００３０】
　しかしながら、軟判定ビット数を増やすと情報量も増えるため、例えば、軟判定処理を
行うためのメモリ容量を増加させなければならず、回路規模および消費電力の増大を招く
ことになる。さらに、軟判定ビット数は、ある程度以上増やすと、それ以上増やしても受
信性能を向上させることは困難になる。
【００３１】
　以下、復調回路、復調方法および受信装置の実施例を、添付図面を参照して詳述する。
まず、本実施例に係る復調方法は、デマップ尤度値（デマップされたビットの尤度値：『
０』または『１』のどちらに近いかを示す値）の算出を、受信パラメータに応じて切り替
える構成とし、尤度値の傾きを複数パターン用意して最適なものを選択する。
【００３２】
　ここで、デマップ尤度値の傾きは、デマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割り
当て範囲に関連し、傾きを緩やかにすることは、割り当て範囲を広くすることに対応する
。なお、受信パラメータとしては、例えば、使用する変調方式や符号化率などがある。
【００３３】
　さらに、本実施例に係る復調方法は、デマップ尤度値の算出を、受信パラメータではな
く受信環境に応じて切り替える構成とし、尤度値の傾きを複数パターン用意して最適なも
のを選択することもできる。
【００３４】
　すなわち、デマップ尤度値の傾き（デマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割り
当て範囲）を複数パターン用意し、受信環境に応じて最適な組み合わせを選択することも
できる。なお、受信環境としては、例えば、ＭＥＲ（Modulation Error Rate）、遅延情
報、或いは、フェージングレベルなどがある。
【００３５】
　以上において、デマップ尤度値の算出は、受信パラメータおよび受信環境の両方に応じ
て切り替えることもできるのはいうまでもない。また、デマップ尤度値の傾き（割り当て
範囲）が制御される個所は、硬判定データが確実に『０』から『１』へ、或いは、『１』
から『０』へ変化する個所に限定されるものではない。すなわち、ある第１レベルから、
その第１レベルとは異なる第２レベルへ変化する個所であればよい。
【００３６】
　ところで、デマップ尤度値の傾きを緩やかにすると、すなわち、割り当て範囲を広くす
ると、複数の軟判定位置が生じることにもなり得る。このように、複数の軟判定位置が生
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じた場合には、後述するように、例えば、後段のデインターリーブを行うときに使用する
メモリの増加を防ぐ圧縮処理を実施することにより、対処することができる。
【００３７】
　図４～図９は、本実施例に係る復調方法を説明するための図である。ここで、図４およ
び図５は、６４ＱＡＭによりデマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割り当て範囲
が１倍のものを示す。図６および図７は、割り当て範囲が１．５倍のものを示し、図８お
よび図９は、割り当て範囲が２倍のものを示す。
【００３８】
　なお、図４，図６および図８は、－７～＋７のマップ位置（Ｘ）に対するデマップ処理
した各ビットの復調信号を示す。図５，図７および図９は、各ビットのマップ位置とデマ
ップ結果の関係を示す。
【００３９】
　また、図４，図６および図８において、異なる倍率の割り当て範囲（傾き）のパターン
が用意される遷移個所は、硬判定データが『０』から『１』へ、或いは、『１』から『０
』へ変化する個所になっているが、それに限定されるものではない。すなわち、遷移個所
は、軟判定処理によるデータが変化する個所であってもよい。
【００４０】
　まず、図４および図５は、６４ＱＡＭによりデマップ処理した復調信号の遷移個所に対
する割り当て範囲が１倍（そのまま）のものを示している。すなわち、図４における割り
当て範囲Ｒａは、マップ位置（Ｘ）の２目盛り分の広さになっている。
【００４１】
　なお、この割り当て範囲Ｒａは、例えば、『１』から『０』に遷移する個所の傾き、或
いは、『０』から『１』に遷移する個所の傾きに関連し、Ｒａが広く（倍率が高く）なれ
ば、傾きは緩やかになる。
【００４２】
　図５に示されるように、６４ＱＡＭによりデマップ処理した復調信号の遷移個所に対す
る割り当て範囲が１倍（デマップ尤度値の傾きも１倍）のものにおいて、ビットｂ０，ｂ
１の硬判定部位では、Ｘが－７～－５，－５～－３および－３～－１で『１』になる。ま
た、Ｘが＋１～＋３，＋３～＋５および＋５～＋７で『０』になる。なお、ビットｂ０，
ｂ１の軟判定部位は、Ｘが－１～＋１で『（１－Ｘ）／２』になる。
【００４３】
　さらに、割り当て範囲が１倍のものにおいて、ビットｂ２，ｂ３の硬判定部位では、Ｘ
が－３～－１，－１～＋１および＋１～＋３で『１』になり、また、Ｘが－７～－５およ
び＋５～＋７で『０』になる。なお、ビットｂ２，ｂ３の軟判定部位は、Ｘが－５～－３
および＋３～＋５で『（５＋Ｘ）／２』になる。
【００４４】
　そして、割り当て範囲が１倍のものにおいて、ビットｂ４，ｂ５の硬判定部位では、Ｘ
が－５～－３および＋３～＋５で『１』になり、また、Ｘが－１～＋１で『０』になる。
【００４５】
　なお、ビットｂ４，ｂ５の軟判定部位は、Ｘが－７～－５で『（７＋Ｘ）／２』になり
、Ｘが－３～－１で『（－１－Ｘ）／２』になり、Ｘが＋１～＋３で『（－１＋Ｘ）／２
』になり、そして、Ｘが＋５～＋７で『（７－Ｘ）／２』になる。
【００４６】
　ここで、実際のデマップ尤度値は、例えば、受信Ｃ／Ｎ（Carrier/Noise比）が低いほ
ど、すなわち、ノイズが多いほど、正規分布の関係から尤度の傾きが緩く（割り当て範囲
が広く）なる。これは、受信Ｃ／Ｎが低いほど、受信点の確かさが薄れるためである。こ
れを踏まえて、以下に尤度の傾きを緩やかにしたものを説明する。
【００４７】
　図６および図７は、６４ＱＡＭによりデマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割
り当て範囲が１．５倍（デマップ尤度値の傾きが２／３倍）のものを示している。すなわ
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ち、図６におけるデマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割り当て範囲Ｒｂは、マ
ップ位置（Ｘ）の３目盛り分の広さになっている。
【００４８】
　ここで、図７（ａ）は、ビットｂ０，ｂ１のマップ位置とデマップ結果の関係を示し、
図７（ｂ）は、ビットｂ２，ｂ３のマップ位置とデマップ結果の関係を示す。図７（ｃ）
は、ビットｂ４，ｂ５のマップ位置とデマップ結果の関係を示す。
【００４９】
　まず、図７（ａ）に示されるように、割り当て範囲が１．５倍のものにおいて、ビット
ｂ０，ｂ１の硬判定部位では、Ｘが－７～－５，－５～－３および－３～－１．５で『１
』になり、また、Ｘが＋１．５～＋３，＋３～＋５および＋５～＋７で『０』になる。な
お、ビットｂ０，ｂ１の軟判定部位は、Ｘが－１．５～＋１．５で『（１．５－Ｘ）／３
』になる。
【００５０】
　すなわち、ビットｂ０，ｂ１の軟判定部位において、復調信号の遷移個所に対する割り
当て範囲Ｒｂは、例えば、図４に示した割り当て範囲Ｒａを１．５倍した３目盛り分の広
さになっている。従って、デマップ尤度値の傾きは、１／１．５（２／３）と緩やかにな
る。
【００５１】
　また、図７（ｂ）に示されるように、割り当て範囲が１．５倍のものにおいて、ビット
ｂ２，ｂ３の硬判定部位では、Ｘが－２．５～－１，－１～＋１および＋１～＋２．５で
『１』になり、また、Ｘが－７～－５．５および＋５．５～＋７で『０』になる。
【００５２】
　なお、ビットｂ２，ｂ３の軟判定部位は、Ｘが－５．５～－２．５で『（５．５＋Ｘ）
／３』になり、また、Ｘが＋２．５～＋５．５で『（５．５－Ｘ）／３』になる。
【００５３】
　さらに、図７（ｃ）に示されるように、割り当て範囲が１．５倍のものにおいて、ビッ
トｂ４，ｂ５の硬判定部位では、Ｘが－４．５～－３．５および＋３．５～＋４．５で『
１』になり、また、Ｘが－０．５～＋０．５で『０』になる。
【００５４】
　なお、ビットｂ４，ｂ５の軟判定部位は、Ｘが－７～－４．５で『（７．５＋Ｘ）／３
』になり、Ｘが－３．５～－０．５で『（－０．５－Ｘ）／３』になる。さらに、Ｘが＋
０．５～＋３．５で『（－０．５＋Ｘ）／３』になり、そして、Ｘが＋４．５～＋７で『
（７．５－Ｘ）／３』になる。
【００５５】
　次に、図８および図９は、６４ＱＡＭによりデマップ処理した復調信号の遷移個所に対
する割り当て範囲が２倍（デマップ尤度値の傾きが１／２倍）のものを示している。すな
わち、図５におけるデマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割り当て範囲Ｒｃは、
マップ位置（Ｘ）の４目盛り分の広さになっている。
【００５６】
　ここで、図９（ａ）は、ビットｂ０，ｂ１のマップ位置とデマップ結果の関係を示し、
図９（ｂ）は、ビットｂ２，ｂ３のマップ位置とデマップ結果の関係を示す。図９（ｃ）
は、ビットｂ４，ｂ５のマップ位置とデマップ結果の関係を示す。
【００５７】
　まず、図９（ａ）に示されるように、割り当て範囲が２倍のものにおいて、ビットｂ０
，ｂ１の硬判定部位では、Ｘが－７～－５，－５～－３および－３～－２で『１』になり
、また、Ｘが＋２～＋３，＋３～＋５および＋５～＋７で『０』になる。なお、ビットｂ
０，ｂ１の軟判定部位は、Ｘが－２～＋２で『（２－Ｘ）／４』になる。
【００５８】
　すなわち、ビットｂ０，ｂ１の軟判定部位において、復調信号の遷移個所に対する割り
当て範囲Ｒｃは、例えば、図４に示した割り当て範囲Ｒａを２倍した４目盛り分の広さに
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なっている。従って、デマップ尤度値の傾きは、１／２とさらに緩やかになる。
【００５９】
　また、図９（ｂ）に示されるように、割り当て範囲が２倍のものにおいて、ビットｂ２
，ｂ３の硬判定部位では、Ｘが－２～－１，－１～＋１および＋１～＋２で『１』になり
、また、Ｘが－７～－６および＋６～＋７で『０』になる。
【００６０】
　なお、ビットｂ２，ｂ３の軟判定部位は、Ｘが－６～－２で『（６＋Ｘ）／４』になり
、また、Ｘが＋２～＋６で『（６－Ｘ）／４』になる。
【００６１】
　さらに、図９（ｃ）に示されるように、割り当て範囲が２倍のものにおいて、ビットｂ
４，ｂ５では、全てが軟判定部位になる。すなわち、Ｘが－７～－４で『（８＋Ｘ）／４
』になり、Ｘが－４～＋０で『－Ｘ／４』になり、Ｘが＋０～＋４で『Ｘ／４』になり、
そして、Ｘが＋４～＋７で『（８－Ｘ）／４』になる。
【００６２】
　そして、本実施例の変調方法は、予め用意した複数パターンから、受信パラメータに応
じて最適なパターンを選択し、その選択されたパターンに従って尤度値を算出するように
なっている。なお、受信パラメータとしては、例えば、使用する変調方式や符号化率など
がある。
【００６３】
　さらに、本実施例に係る復調方法は、予め用意した複数パターンから、受信環境に応じ
て最適なパターンを選択し、その選択されたパターンに従って尤度値を算出してもよい。
なお、受信環境としては、例えば、ＭＥＲ、遅延情報、或いは、フェージングレベルなど
がある。
【００６４】
　以上の説明では、６４ＱＡＭによりデマップ処理した復調信号の遷移個所に対する割り
当て範囲が１倍，１．５倍および２倍、すなわち、デマップ尤度値の傾きが１倍，２／３
倍および１／２倍の３種類のパターンを示したが、それに限定されるものではない。すな
わち、予め割り当て範囲が２．５倍や３倍のものも含めて複数パターン用意しておき、受
信パラメータや受信環境に応じて切り替えるようにすることができる。さらに、本実施例
の適用は、６４ＱＡＭの変調方式に限定されるものではないのはもちろんである。
【００６５】
　図１０は、本実施例に係る復調回路の一例の全体構成を示すブロック図であり、地上波
デジタル放送（ＩＳＤＢ－Ｔ：Integrated Service Digital Broadcasting-Terrestrial
）に則った復調回路（復調ＬＳＩ）１００、アンテナ２００およびチューナ３００を示す
ものである。
【００６６】
　図１０に示されるように、アンテナ２００は、例えば、ＯＦＤＭ方式のデジタル信号で
変調された高周波信号を受信し、その受信した高周波信号がチューナ３００に入力される
。
【００６７】
　チューナ３００は、例えば、受信するチャネルを選択し、その選択されたチャネルの高
周波信号を中間周波数（ＩＦ：Intermediate Frequency）へと変換して、Ａ／Ｄ（アナロ
グ／デジタル）変換器１０１へ出力する。Ａ／Ｄ変換器１０１は、アナログ信号である中
間周波信号をデジタル信号へと変換する。
【００６８】
　Ａ／Ｄ変換器１０１の出力は、直交復調部１０２へ入力されて複素ベースバンド信号へ
と変換される。さらに、複素ベースバンド信号は、ＦＦＴ部１０３による高速フーリエ変
換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）が行われて、時間領域信号から周波数領域の信号
へと変換される。
【００６９】
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　そして、ＦＦＴ部１０３の出力信号（データキャリア）は、伝送路推定部１０４および
ＴＭＣＣ訂正部１０５へ入力される。伝送路推定部１０４では、例えば、波形等化を行う
ためにＯＦＤＭ信号が伝送してきた伝送路の伝搬特性を算出し、その算出結果を伝送路等
化部１０６へ出力する。
【００７０】
　伝送路等化部１０６は、例えば、パイロット信号の補間処理とそれを用いてのデータキ
ャリアの等化処理を行って等化されたデータ信号（復調データ）を、デマップ部１０７へ
出力する。
【００７１】
　ＦＦＴ部１０３の出力信号を受け取ったＴＭＣＣ訂正部１０５は、ＴＭＣＣ（伝送多重
制御：Transmission and Multiplexing Configuration Control）情報に対する誤り訂正
を行ってＴＭＣＣ信号を出力する。
【００７２】
　ここで、ＴＭＣＣ情報は、例えば、各キャリアで使用される変調方式や時間インターリ
ーブにおけるインターリーブ長などの伝送パラメータを示す制御情報である。なお、誤り
訂正されたＴＭＣＣ情報は、受信装置の各部で利用される。すなわち、例えば、図１１を
参照して後述するように、ＴＭＣＣ訂正部１０５の出力信号（変調方式情報および符号化
率情報）は、デマップ部１０７に入力されて利用される。
【００７３】
　デマップ部１０７は、伝送路等化部１０６からの復調データおよびＴＭＣＣ訂正部１０
５からのＴＭＣＣ情報を受け取ってデマッピング処理を行う。なお、デマップ部１０７の
各実施例は、後に、図１１および図１５等を参照して詳述する。
【００７４】
　デマップ部１０７の出力信号は、デインターリーブ部１０８に入力され、送信装置（送
信局）で行われるインターリーブ処理の逆変換であるデインターリーブ処理が行われる。
ここで、デインターリーブ処理は、所定の時間枠内のデータ列を所定のアルゴリズムに従
って並べ替える処理である。
【００７５】
　誤り訂正部１０９は、デインターリーブ部１０８の出力信号（１ビットまたは複数ビッ
トの２値データに変換された送信データ）を受け取って訂正処理を行い、ＴＳ（Transfor
m Stream）形式の信号を出力する。なお、このＴＳ形式の信号は、デコーダによって、映
像および音声信号に変換される。
【００７６】
　図１１は、図１０の復調回路におけるデマップ部の一例を示すブロック図であり、変調
方式（ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭ，６４ＱＡＭ）に応じて尤度値の候補を切り替える実施例を
示すものである。
【００７７】
　図１１に示されるように、デマップ部１０７は、ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭおよび６４ＱＡ
Ｍに対して、それぞれ硬判定処理部７１，７４，７７、軟判定処理部７２，７５，７８、
並びに、尤度値選択部７３，７６，７９を有している。
【００７８】
　そして、ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭの変調方式ごとに、予め符号化率に応
じた複数の尤度値テーブルを用意し、実際の変調方式および符号化率に従って、最適な尤
度値テーブルを選択して軟判定処理を行う。
【００７９】
　すなわち、デマップ部１０７は、ＱＰＳＫ硬判定処理部７１，ＱＰＳＫ軟判定処理部７
２およびＱＰＳＫ尤度値選択部７３、並びに、１６ＱＡＭ硬判定処理部７４、１６ＱＡＭ
軟判定処理部７５および１６ＱＡＭ尤度値選択部７６を有する。さらに、デマップ部１０
７は、６４ＱＡＭ硬判定処理部７７，６４ＱＡＭ軟判定処理部７８および６４ＱＡＭ尤度
値選択部７９、並びに、セレクタ８０を有する。
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【００８０】
　まず、ＱＰＳＫ硬判定処理部７１，１６ＱＡＭ硬判定処理部７４および６４ＱＡＭ硬判
定処理部７７は、それぞれの変調方式ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying），１
６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭにおいて硬判定処理を行う。
【００８１】
　また、ＱＰＳＫ軟判定処理部７２，１６ＱＡＭ軟判定処理部７５および６４ＱＡＭ軟判
定処理部７８は、それぞれの変調方式ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭにおいて軟
判定処理を行う。
【００８２】
　そして、ＱＰＳＫ尤度値選択部７３，１６ＱＡＭ尤度値選択部７６および６４ＱＡＭ尤
度値選択部７９は、それぞれ予め用意された複数パターンから、符号化率情報に応じた最
適なパターンを選択する。
【００８３】
　なお、ＱＰＳＫ尤度値選択部７３，１６ＱＡＭ尤度値選択部７６および６４ＱＡＭ尤度
値選択部７９により選択されたパターンは、それぞれ対応するＱＰＳＫ軟判定処理部７２
，１６ＱＡＭ軟判定処理部７５および６４ＱＡＭ軟判定処理部７８に入力される。
【００８４】
　そして、ＱＰＳＫ軟判定処理部７２，１６ＱＡＭ軟判定処理部７５および６４ＱＡＭ軟
判定処理部７８は、ＱＰＳＫ尤度値選択部７３，１６ＱＡＭ尤度値選択部７６および６４
ＱＡＭ尤度値選択部７９で選択された尤度値テーブルに従って軟判定処理を行う。
【００８５】
　セレクタ８０は、ＱＰＳＫ軟判定処理部７２，１６ＱＡＭ軟判定処理部７５および６４
ＱＡＭ軟判定処理部７８の出力信号を受け取り、それらの出力信号から変調方式情報に従
って選択したものをデマップ出力として出力する。なお、符号化率情報（Ｃ０）および変
調方式情報（Ｍ０）は、ＴＭＣＣ訂正部１０５から出力されている。
【００８６】
　以上により、デマップ部１０７は、変調方式Ｍ０および符号化率Ｃ０に従って、予め用
意した複数パターンから最適なパターンを選択し、その選択されたパターンによりデマッ
プ尤度値を算出してデマップ出力を出力する。
【００８７】
　具体的に、変調方式（ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ）に対しては、例えば、符号
点位置が近くなるほど、すなわち、６４ＱＡＭになるほど、傾きの緩いデマップ尤度値の
パターンを使用する。
【００８８】
　換言すると、同じ符号化率に対して、６４ＱＡＭ尤度値選択部７９は、１６ＱＡＭ尤度
値選択部７６が選択するパターンよりも傾きが緩いパターン、すなわち、割り当て範囲の
広いパターンを選択する。
【００８９】
　さらに、同じ符号化率に対して、１６ＱＡＭ尤度値選択部７６は、ＱＰＳＫ尤度値選択
部７３が選択するパターンよりも傾きが緩いパターン、すなわち、割り当て範囲の広いパ
ターンを選択する。
【００９０】
　図１２は、変調方式および符号化率とデマップ尤度値との対応例を示す図である。具体
的に、同じ６４ＱＡＭの変調方式に関して、６４ＱＡＭ尤度値選択部７９は、畳み込み符
号に使用する符号化率Ｃ０が７／８に対して割り当て範囲が１．０倍のパターンを選択し
、また、Ｃ０が５／６に対して割り当て範囲が１．５倍のパターンを選択する。
【００９１】
　さらに、６４ＱＡＭ尤度値選択部７９は、Ｃ０が３／４に対して割り当て範囲が２．５
倍のパターンを選択し、また、Ｃ０が２／３に対して割り当て範囲が３．０倍のパターン
を選択する。そして、６４ＱＡＭ尤度値選択部７９は、Ｃ０が１／２に対して割り当て範
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囲が４．０倍のパターンを選択する。
【００９２】
　また、同じ１６ＱＡＭの変調方式に関して、１６ＱＡＭ尤度値選択部７６は、畳み込み
符号に使用する符号化率Ｃ０が７／８に対して割り当て範囲が１．０倍のパターンを選択
し、さらに、Ｃ０が５／６に対して割り当て範囲が１．５倍のパターンを選択する。
【００９３】
　そして、１６ＱＡＭ尤度値選択部７６は、Ｃ０が３／４に対して割り当て範囲が２．０
倍のパターンを選択し、また、Ｃ０が２／３に対して割り当て範囲が２．５倍のパターン
を選択する。さらに、１６ＱＡＭ尤度値選択部７６は、Ｃ０が１／２に対して割り当て範
囲が３．０倍のパターンを選択する。
【００９４】
　このように、同じ変調方式に関しては、符号化率が小さいほど、すなわち、１／２に近
いほど、受信Ｃ／Ｎが低くても受信することができるため、傾きが緩いパターン、すなわ
ち、割り当て範囲の広いパターンを使用すればより受信性能を向上させることができる。
【００９５】
　一方、同じ符号化率に関して、具体的に、同じ符号化率Ｃ０が５／６に関して、６４Ｑ
ＡＭ尤度値選択部７９および１６ＱＡＭ尤度値選択部７６は、割り当て範囲が１．５倍の
パターンを選択する。また、ＱＰＳＫ尤度値選択部７３は、割り当て範囲が１．０倍のパ
ターンを選択する。
【００９６】
　さらに、例えば、同じ符号化率Ｃ０が３／４に関して、６４ＱＡＭ尤度値選択部７９は
、割り当て範囲が２．５倍のパターンを選択し、また、１６ＱＡＭ尤度値選択部７６は、
割り当て範囲が２．０倍のパターンを選択する。そして、ＱＰＳＫ尤度値選択部７３は、
割り当て範囲が１．５倍のパターンを選択する。
【００９７】
　このように、同じ符号化率に関しては、符号点位置が近いパラメータほど、すなわち、
６４ＱＡＭほど、応じて符号点位置が異なることになるため、傾きが緩いパターン、すな
わち、割り当て範囲の広いパターンを使用すればより受信性能を高めることができる。
【００９８】
　図１３および図１４は、図１１のデマップ部におけるＴＭＣＣ訂正部から出力される情
報の一例を説明するための図である。すなわち、ＴＭＣＣ訂正部１０５は、図１３に示す
ような２０４ビットのＴＭＣＣ情報を出力する。
【００９９】
　ここで、変調方式情報（Ｍ０）は、２８～３０ビット目，４１～４３ビット目および５
４～５６ビット目に割り振られており、畳み込み符号化率情報（Ｃ０）は、３１～３３ビ
ット目，４４～４６ビット目および５７～５９ビット目に割り振られている。
【０１００】
　すなわち、図１４に示されるように、上記２８～３０，４１～４３および５４～５６ビ
ット目の変調方式情報（Ｍ０）により、例えば、ＤＱＰＳＫ，ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭおよ
び６４ＱＡＭの変調方式が規定される。
【０１０１】
　さらに、上記３１～３３，４４～４６および５７～５９ビット目の畳み込み符号化率情
報（Ｃ０）により、例えば、１／２，２／３，３／４，５／６および７／８の畳み込み符
号化率が規定される。
【０１０２】
　図１５は、復調回路におけるデマップ部の他の例を示すブロック図であり、受信環境（
ＭＥＲ，遅延情報，フェージングレベル）に応じて尤度値の候補を切り替える実施例を示
すものである。すなわち、ＭＥＲに基づいて受信Ｃ／Ｎを推測し、それに応じたデマップ
尤度値の傾き（割り当て範囲）を有するパターンを選択して常に最適な軟判定を実施する
。
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【０１０３】
　ここで、フェージングやマルチパスがあるとコンスタレーションにひずみが生じるため
に、実際に受信可能な受信Ｃ／Ｎはそれが存在しない場合よりも高くなる。そのため、フ
ェージングおよびマルチパスを、パイロット信号を用いて数値化し、その値が大きければ
大きいほど傾きを急峻に（割り当て範囲を狭く）するようにパターン選択を行う。
【０１０４】
　まず、図１５に示されるように、デマップ部１０７は、ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭおよび６
４ＱＡＭに対して、それぞれ硬判定処理部１７１，１７４，１７７、軟判定処理部１７２
，１７５，１７８、並びに、尤度値選択部１７３，１７６，１７９を有している。
【０１０５】
　各尤度値選択部１７３，１７６，１７９は、例えば、ＭＥＲおよび遅延情報，フェージ
ングレベルごとに予め複数の尤度値テーブルを用意しておく。そして、実際のＭＥＲおよ
び遅延情報，フェージングレベルに従って、最適な尤度値テーブルを選択して軟判定処理
を行う。
【０１０６】
　ここで、図１５と前述した図１１との比較から明らかなように、本実施例では、さらに
、伝送路推定部１０４の出力を受け取って遅延情報やフェージングレベルを出力する遅延
プロファイル取得部１１０が設けられている。
【０１０７】
　また、デマップ部１０７は、さらに、各変調方式の硬判定処理部１７１，１７４および
１７７の出力を受け取って、ＴＭＣＣ訂正部１０５からの変調方式情報に従って選択する
セレクタ１８１、および、ＭＥＲ算出部１８２を有する。ここで、ＭＥＲ算出部１８２は
、セレクタ１８１の出力におけるＭＥＲを算出し、その算出されたＭＥＲを各変調方式の
尤度値選択部１７３，１７６および１７９へ出力する。
【０１０８】
　なお、図１５におけるブロック１７１～１８０は、図１１におけるブロック７１～８０
に対応する。ただし、本実施例におけるＱＰＳＫ尤度値選択部１７３，１６ＱＡＭ尤度値
選択部１７６および６４ＱＡＭ尤度値選択部１７９は、遅延プロファイル取得部１１０の
出力およびＭＥＲ算出部１８２の出力を受け取って尤度値を選択する。
【０１０９】
　すなわち、ＱＰＳＫ尤度値選択部１７３は、例えば、遅延プロファイル取得部１１０か
らの遅延情報およびフェージングレベル、並びに、ＭＥＲ算出部１８２からのＱＰＳＫの
ＭＥＲを受け取って対応する最適な尤度値テーブルを選択する。
【０１１０】
　また、１６ＱＡＭ尤度値選択部１７６は、例えば、遅延プロファイル取得部１１０から
の遅延情報およびフェージングレベル、並びに、ＭＥＲ算出部１８２からの１６ＱＡＭの
ＭＥＲを受け取って対応する最適な尤度値テーブルを選択する。
【０１１１】
　さらに、６４ＱＡＭ尤度値選択部１７９は、例えば、遅延プロファイル取得部１１０か
らの遅延情報およびフェージングレベル、並びに、ＭＥＲ算出部１８２からの６４ＱＡＭ
のＭＥＲを受け取って対応する最適な尤度値テーブルを選択する。
【０１１２】
　そして、各変調方式の軟判定処理部１７２，１７５および１７８は、それぞれの変調方
式の尤度値選択部１７３，１７６および１７９で選択された尤度値テーブルに従って軟判
定処理を行う。その後、セレクタ１８０は、各変調方式の軟判定処理部１７２，１７５お
よび１７８の出力信号を受け取り、それらの出力信号から変調方式情報に従って選択した
ものをデマップ出力として出力する。
【０１１３】
　ここで、上述した実施例では、受信環境として、ＭＥＲ，遅延情報およびフェージング
レベルを示して説明したが、例えば、ＭＥＲだけに基づいて受信Ｃ／Ｎを推測し、それに
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応じた尤度値の傾き（割り当て範囲の広さ）を選択して軟判定を行ってもよい。また、受
信環境としては、ＭＥＲ，遅延情報およびフェージングレベルに限定されないのはいうま
でもない。
【０１１４】
　図１６は、様々なパラメータとデマップ尤度値との対応例を示す図であり、図１６（ａ
）～図１６（ｃ）は、ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭに対して、ＭＥＲと遅延情
報，フェージングレベルに対する選択パターン（割り当て範囲の倍率）を示す。また、図
１６（ｄ）は、遅延情報およびフェージングレベルを区分するテーブルの例を示す。
【０１１５】
　具体的に、図１６（ａ）に示されるように、変調方式がＱＰＳＫの場合、例えば、ＭＥ
Ｒが７ｄＢ以下のとき、遅延情報およびフェージングレベルが『小』および『中』ならば
、割り当て範囲が１．５倍のものを選択し、『大』ならば１．０倍のものを選択する。な
お、ＭＥＲが７ｄＢ以上のときは、遅延情報およびフェージングレベルの『小』，『中』
，『大』に関わらず、１．０倍のものを選択する。また、ＭＥＲがちょうど７ｄＢのとき
は、どちらに含めてもよいが、例えば、７ｄＢ以上として扱う。
【０１１６】
　また、図１６（ｂ）に示されるように、変調方式が１６ＱＡＭの場合、ＭＥＲが１６ｄ
Ｂ～１３ｄＢ（１３ｄＢ以下）のとき、遅延情報およびフェージングレベルが『小』なら
ば、割り当て範囲が２．０倍のものを選択する。さらに、遅延情報およびフェージングレ
ベルが『中』ならば、割り当て範囲が１．５倍のものを選択し、『大』ならば１．０倍の
ものを選択する。
【０１１７】
　さらに、図１６（ｃ）に示されるように、変調方式が６４ＱＡＭの場合、ＭＥＲが１６
ｄＢ～１３ｄＢ（１３ｄＢ以下）のとき、遅延情報およびフェージングレベルが『小』な
らば、割り当て範囲が３．０倍のものを選択する。また、遅延情報およびフェージングレ
ベルが『中』ならば、割り当て範囲が２．５倍のものを選択し、『大』ならば１．５倍の
ものを選択する。
【０１１８】
　このように、例えば、同じ変調方式の場合、ＭＥＲが大きいほど、また、遅延情報およ
びフェージングレベルが小さいほど、傾きの緩いデマップ尤度値のパターン、すなわち、
割り当て範囲の広いパターンを選択する。
【０１１９】
　ここで、遅延情報およびフェージングレベルの区分（『大』，『中』，『小』）は、例
えば、図１６（ｄ）に示されるように、遅延情報およびフェージングレベルの値に応じて
決めることができる。
【０１２０】
　すなわち、例えば、変調方式がＱＰＳＫの場合、遅延情報は、０μＳ，ガード長以下，
ガード長以上の条件により、また、フェージングレベルは、０Ｈｚ，７０Ｈｚ以下，７０
Ｈｚ以上の条件により分けて、『大』，『中』，『小』を割り当てる。
【０１２１】
　なお、図１６では、各条件として以上および以下で区分けしているが、値がちょうどそ
の条件に一致したときには、どちらに含めてもよいが、例えば、以上で区分けした方に含
めればよい。具体的に、例えば、図１６（ａ）でＭＥＲがちょうど７ｄＢのときには、例
えば、７ｄＢ以上として処理する。
【０１２２】
　また、遅延情報およびフェージングレベルに対する条件、並びに『大』，『中』，『小
』の３つの区分は、単なる例であり、より多くの区分（例えば、５つの区分）も可能であ
る。さらに、前述した変調方式および符号化率の条件も含めて、予め複数の尤度値テーブ
ルを用意し、その中から最適なテーブルを選択してもよいのはいうまでもない。
【０１２３】
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　このように、本実施例によれば、予め複数の尤度値テーブルを用意しておき、変調方式
，符号化率，ＭＥＲ，遅延情報およびフェージングレベル等の条件に応じて適切な尤度値
テーブルを選択し、その尤度値テーブルに基づいて軟判定処理を行うことができる。
【０１２４】
　なお、尤度値テーブルは、上述したものに限らず、予め調べて適宜設定を変更すること
で、より一層最適なパラメータを使用した軟判定処理を行うことが可能になる。
【０１２５】
　また、完全な正規分布を用いることなく、上述したような割り当て範囲のみを１．５倍
や２倍にした尤度値テーブルを使用することでデータを圧縮することが可能になる。これ
により、後段のデインターリーブ部のメモリを削減して回路規模の増加を招くことなく、
性能を向上させることができる。
【０１２６】
　ところで、前述したように、デマップ尤度値の傾きを緩やかに（割り当て範囲を広く）
すると、複数の軟判定位置が生じることがあり得る。具体的に、図８の割り当て範囲を２
倍に広げたものでは、例えば、ビットｂ０の軟判定個所がＰＰ０ａおよびＰＰ０ｂの２個
所発生することになる。
【０１２７】
　しかしながら、複数の軟判定個所が生じた場合でも、本実施例では、単に、割り当て範
囲を１．５倍、２倍（傾きを２／３倍や１／２倍）にしただけであるため、１個所の軟判
定情報だけでデータを復元することが可能である。
【０１２８】
　具体的に、図８では、ビットｂ０の軟判定個所がＰＰ０ａおよびＰＰ０ｂの２個所存在
するが、例えば、ｂ０が『０．２』の位置ＰＰ０ａであれば、ｂ２（ＰＰ２）は『１』で
、ｂ４（ＰＰ４）は『０．３』と推定できる。このように、１個所の軟判定情報で復元可
能な尤度調整を行うことにより、低コストで、高性能な特性を確保することが可能になる
。
【０１２９】
　図１７は、図８および図９を参照して説明した第２実施例の変形例における処理の一例
を説明するためのフローチャートである。
【０１３０】
　まず、ステップＳＴ１において、ビットｂ０，ｂ１が軟判定個所であるかどうかを判別
し、軟判定個所であると判別すると、ステップＳＴ２に進んで、ｂ０，ｂ１の軟判定情報
と全ての硬判定情報を保持する。
【０１３１】
　また、ステップＳＴ１において、ビットｂ０，ｂ１が軟判定個所ではないと判別すると
、ステップＳＴ３に進んで、ｂ２，ｂ３が軟判定個所であるかどうかを判別する。ステッ
プＳＴ３で、軟判定個所であると判別すると、ステップＳＴ４に進んで、ｂ２，ｂ３の軟
判定情報と全ての硬判定情報を保持する。
【０１３２】
　一方、ステップＳＴ３において、軟判定個所ではないと判別すると、ステップＳＴ５に
進んで、ｂ４，ｂ５の軟判定情報と全ての硬判定情報を保持する。
【０１３３】
　そして、複数の軟判定個所が生じた場合には、保持している情報を使用し、例えば、前
述した図１６のテーブルを用いてデータの判定処理を行う。すなわち、デマップ部１０７
において、複数の軟判定個所のいずれか１個所の軟判定情報により、軟判定を行い、例え
ば、後段のデインターリーブ部１０８に対しては、軟判定個所が１個所の場合と同様に、
デマップ出力を出力することになる。
【０１３４】
　図１８は、本実施例に係る受信装置の一例を示すブロック図であり、本実施例の受信装
置は、地上波デジタル放送に則った復調回路（復調ＬＳＩ）１００、アンテナ２００、チ
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ューナ３００およびデコーダ４００を有する。
【０１３５】
　復調回路１００は、前述した図１０と同様に、Ａ／Ｄ変換器１０１，直交復調部１０２
，ＦＦＴ部１０３，伝送路推定部１０４，伝送路等化部１０６，デマップ部１０７，デイ
ンターリーブ部１０８および誤り訂正部１０９を有する。
【０１３６】
　ここで、ＦＦＴ部１０３，伝送路推定部１０４，デインターリーブ部１０８および誤り
訂正部１０９には、それぞれメモリ１３０，１４０，１８０および１９０が設けられてい
る。なお、各ブロックの説明は、図１０を参照したのとどうようであり、その説明は省略
する。
【０１３７】
　復調回路１００から出力されたＴＳ信号は、デコーダ４００に入力され、映像および音
声信号に変換される。なお、この映像および音声信号は、例えば、携帯電話やカーナビゲ
ーションシステム、或いは、テレビジョンセットのディスプレイおよびスピーカ等を介し
てユーザに提供されることになる。
【０１３８】
　なお、本実施例の適用は、地上波デジタル放送に限定されるものではなく、軟判定処理
を行う様々な変調方式の受信装置に対して幅広く適用することができる。
【０１３９】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、さらに、以下の付記を開示する。
　（付記１）
　受信信号を復調した復調信号を用いて、硬判定処理を行う硬判定処理部と、
　前記復調信号の遷移個所に対する割り当て範囲を決定し、ビットの尤度値を算出して軟
判定処理を行う軟判定処理部と、
　を有することを特徴とする復調回路。
【０１４０】
　（付記２）
　前記尤度値を算出するビットのデマップされたデマップ尤度値を、予め用意された複数
のパターンから選択する尤度値選択部を有する、
　ことを特徴とする付記１に記載の復調回路。
【０１４１】
　（付記３）
　前記尤度値選択部は、受信信号の変調方式および符号化率に基づいて前記パターンの選
択を行い、
　前記軟判定処理部は、前記尤度値選択部により選択された前記パターンに従って前記割
り当て範囲を決定して前記軟判定処理を行う、
　ことを特徴とする付記２に記載の復調回路。
【０１４２】
　（付記４）
　前記予め用意された複数のパターンは、
　前記割り当て範囲を、前記変調方式が多値であるほど広くし、且つ、前記符号化率が低
いほど広くするパターンを含む、
　ことを特徴とする付記３に記載の復調回路。
【０１４３】
　（付記５）
　前記尤度値選択部は、受信環境に基づいて前記パターンの選択を行い、
　前記軟判定処理部は、前記尤度値選択部により選択された前記パターンに従って前記割
り当て範囲を決定して前記軟判定処理を行う、
　ことを特徴とする付記２～４のいずれか１項に記載の復調回路。
【０１４４】
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　（付記６）
　前記受信環境は、
　ＭＥＲ、並びに、遅延情報およびフェージングレベルの条件を含む、
　ことを特徴とする付記５に記載の復調回路。
【０１４５】
　（付記７）
　前記予め用意された複数のパターンは、
　前記割り当て範囲を、前記ＭＥＲが大きいほど広くし、且つ、前記遅延情報およびフェ
ージングレベルが小さいほど広くするパターンを含む、
　ことを特徴とする付記６に記載の復調回路。
【０１４６】
　（付記８）
　受信信号を復調した復調信号を用いて、硬判定処理を行い、
　前記復調信号の遷移個所に対する割り当て範囲を決定し、ビットの尤度を算出して軟判
定処理を行う、
　ことを特徴とする復調方法。
【０１４７】
　（付記９）
　前記尤度値を算出するビットのデマップされたデマップ尤度値を、予め用意された複数
のパターンから選択する、
　ことを特徴とする付記８に記載の復調方法。
【０１４８】
　（付記１０）
　前記尤度値の選択は、受信信号の変調方式および符号化率に基づいて前記パターンの選
択を行い、
　前記軟判定処理は、選択された前記パターンに従って前記割り当て範囲を決定して前記
軟判定処理を行う、
　ことを特徴とする付記９に記載の復調方法。
【０１４９】
　（付記１１）
　前記予め用意された複数のパターンは、
　前記割り当て範囲を、前記変調方式が多値であるほど広くし、且つ、前記符号化率が低
いほど広くするパターンを含む、
　ことを特徴とする付記１０に記載の復調方法。
【０１５０】
　（付記１２）
　前記尤度値の選択は、受信環境に基づいて前記パターンの選択を行い、
　前記軟判定処理は、選択された前記パターンに従って前記割り当て範囲を決定して前記
軟判定処理を行う、
　ことを特徴とする付記９～１１のいずれか１項に記載の復調方法。
【０１５１】
　（付記１３）
　前記受信環境は、
　ＭＥＲ、並びに、遅延情報およびフェージングレベルの条件を含む、
　ことを特徴とする付記１２に記載の復調方法。
【０１５２】
　（付記１４）
　前記予め用意された複数のパターンは、
　前記割り当て範囲を、前記ＭＥＲが大きいほど広くし、且つ、前記遅延情報およびフェ
ージングレベルが小さいほど広くするパターンを含む、
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　ことを特徴とする付記１３に記載の復調方法。
【０１５３】
　（付記１５）
　受信するチャネルを選択するチューナと、
　該チューナからの受信信号を受け取る付記１～７のいずれ１項に記載の復調回路と、
　該復調回路の出力信号を変換して映像／音声信号を出力するデコーダと、
　を有することを特徴とする受信装置。
【符号の説明】
【０１５４】
　７１，１７１　　ＱＰＳＫ硬判定処理部
　７２，１７２　　ＱＰＳＫ軟判定処理部
　７３，１７３　　ＱＰＳＫ尤度値選択部
　７４，１７４　　１６ＱＡＭ硬判定処理部
　７５，１７５　　１６ＱＡＭ軟判定処理部
　７６，１７６　　１６ＱＡＭ尤度値選択部
　７７，１７７　　６４ＱＡＭ硬判定処理部
　７８，１７８　　６４ＱＡＭ軟判定処理部
　７９，１７９　　６４ＱＡＭ尤度値選択部
　８０，１８１　　セレクタ
　１００　　復調回路（復調ＬＳＩ）
　１０１　　Ａ／Ｄ変換器
　１０２　　直交復調部
　１０３　　ＦＦＴ部
　１０４　　伝送路推定部
　１０５　　ＴＭＣＣ訂正部
　１０６　　伝送路等化部
　１０７　　デマップ部
　１０８　　デインターリーブ部
　１０９　　誤り訂正部
　１１０　　遅延プロファイル取得部
　１３０，１４０，１８０，１９０　　メモリ
　１８２　　ＭＥＲ算出部
　２００　　アンテナ
　３００　　チューナ
　４００　　デコーダ
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